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公 告■

砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項により、令和４年度（２０２２年度）砂利採取業務主任

者試験を次のとおり行う。

令和４年９月１６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 受験資格 制限しない。

２ 試験内容 筆記による試験とし、試験科目は、次に掲げる事項とする。

(1) 砂利の採取に関する法令事項

(2) 砂利の採取に関する技術的な事項（基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含む。）

３ 出題形式 出題数は、法令問題１０問（全問必須問題）及び技術問題１５問（７問の必須問題及び８問から受

験者が３問選択して解答する選択問題）とする。

４ 試験の日時 令和４年１１月１１日（金）午前１０時から正午まで

５ 試験の場所 群馬県庁（前橋市大手町一丁目１番１号）２９階２９２会議室

６ 受験願書の請求

(1) 受験願書は、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係又は県内各土木事務所に請求すること。

(2) 郵便で請求する場合は、封筒の表に「砂利採取業務主任者試験受験願書請求」と朱書きし、１２０円分の切

手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封の上、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係（〒３７１－８５７０ 前

橋市大手町一丁目１番１号）又は県内各土木事務所宛て請求すること。

７ 郵送等による受験手続等

(1) 申込書類 受験願書（所定の用紙に自署で必要事項を記入した上で、受験票の裏面の葉書に６３円分の切手

を貼ること。）及び写真（受験願書提出前６月以内に正面から上半身を撮影した縦４センチメートル横３セン

チメートルのもの）

(2) 受験手数料 ８，１００円分の群馬県収入証紙又は払込書により納付すること（払込書による納付の場合は、

令和４年１０月１１日（火）までに群馬県県土整備部砂防課砂防管理係又は県内各土木事務所に連絡すること。）。

(3) 受験願書の提出

ア 受験願書は、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係又は県内各土木事務所に提出すること。

イ 受験願書の受付期間は、令和４年１０月３日（月）から同月２１日（金）までとする。

ウ 郵送する場合は、封筒の表に「砂利採取業務主任者試験受験願書在中」と朱書きし、令和４年１０月２１

日（金）までに必着のこと。また、直接提出する場合は、土日、祝日を除く平日の午前８時３０分から午後

５時１５分までの間に提出すること。

８ インターネットによる受験手続等（電子申請）

(1) 受験手続 ぐんま電子申請受付システムのサイトへアクセスし、利用者登録の上、「分類別で探す ＞」の

「試験・資格・採用」又は「五十音で探す ＞」の「し」の中にある「砂利採取業務主任者試験申込」から内

容をよく読んで申し込むこと。

(2) 申込受付期間 令和４年１０月３日（月）から同月２１日（金）午後５時１５分まで

(3) 受験手数料 申込受理後、受験手数料８,１００円を、インターネットバンキング又はPay-easy対応のＡＴ

ＭでPay-easyを利用し、支払うこと。

９ 合格者の発表日等 合格者の発表は、令和４年１２月１日（木）午前９時に合格者の受験番号を群馬県ホーム

ページで公表することとし、合格者には、合格証を郵送により交付する。
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10 その他 この試験についての問合せは、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係（電話０２７―２２６―３６３

２）に行うこと。

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画用途地域の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和４年９月１６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画用途地域 館林北部第四地区

２ 都市計画の変更年月日 令和４年８月１６日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び館林市都市建設部都市計画課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和４年９月１６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画地区計画 明和東部工業団地地区

２ 都市計画の変更年月日 令和４年８月２４日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び明和町都市建設課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和４年９月１６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画地区計画 川俣駅周辺地区

２ 都市計画の変更年月日 令和４年８月２４日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び明和町都市建設課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０
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条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和４年９月１６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画地区計画 明和矢島地区

２ 都市計画の変更年月日 令和４年８月２４日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び明和町都市建設課

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。

令和４年９月１６日

群馬県知事 山 本 一 太

指定に係る 指定に係る
指定に係る道路

指 定 番 号
番号

道路の種類 道路の位置
の延長及び幅員

指定年月日
メートル

１ 法第４２条第１項 北群馬郡吉岡町大字南下 延長 ４９．４０ 群馬県指令前土第３０４－１
第５号に規定する 字鬼ヶ橋１３７５－５４ 幅員 ６．２３ １号
道路 有効幅員 ６．００ 令和４年８月２２日

～６．２３

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和４年９月１６日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡邑楽町大字狸塚字昭和１２９８－１、１２９ 邑楽郡邑楽町大字中野２５７０番地１
８－５の一部、１２９９－１、１２９９－２の一 邑楽町長 金子正一
部、１２９９－４、１３００－１、１３００－４、 館林市赤生田町８４７番地
１３０１－１、１３０１－２、１３０２－１、１３ 邑楽館林農業協同組合 代表理事組合長 阿部
０２－２の一部、１３０３－１、１３０３－５、１ 裕幸
３０４－１、１３０４－２、１３０５－１、１３０
５－２、１３０５－３、１３０６－１、１３０６－
２、１３０７－１、１３０７－２、１３０８－１、
１３０８－２、１３０９－１、１３０９－２、１３
０９－３、１３１０－１、１３１０－２、１３１１
－１、１３１１－２、１３１２－１、１３１２－
２、１３１３－１、１３１３－２、１３１４－１、
１３１４－２、１３１５－１、１３１５－２、１３
１６－２、１３１６－４、１３１７－２、１３１７
－４、１３１８－１、１３１８－２の一部、１３１
９－１、１３２２－１（第２工区：邑楽郡邑楽町大
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字狸塚字昭和１２９８－１、１２９８－５の一部、
１２９９－１、１２９９－２の一部、１２９９－
４、１３００－１、１３００－４、１３０１－１、
１３０１－２、１３０２－１、１３０２－２の一
部、１３０３－１、１３０３－５、１３０４－１、
１３０４－２、１３０５－１、１３０５－２の一
部）

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和４年９月１６日

群馬県立図書館長 稲 葉 友 昭

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 第６次群馬県立図書館情報提供システムクライアント類の賃貸借及び保守

委託 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立図書館資料情報係 群馬県前橋市日吉町一丁目

９番１号

３ 落札者を決定した日 令和４年８月１９日

４ 落札者の名称及び所在地 ＦＬＣＳ株式会社関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地２０

５ 落札金額 ４１，２６７，８２０円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和４年７月８日

正 誤■

○告示正誤

令和４年８月１６日群馬県告示第２０２号（都市計画工業団地造成事業の決定に係る縦覧）

発行番号 ページ 行 誤 正

第１００２６ ２ ８ 館林市大新田町の一部 館林市大新田町及び下早川田町の各
号 一部

○告示正誤

令和４年８月１６日群馬県告示第２０３号（都市計画区域区分の変更に係る縦覧）

発行番号 ページ 行 誤 正

第１００２６ ２ １７ 館林市大新田町の一部 館林市大新田町及び下早川田町の各
号 一部
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